
そらの子ども会案内

平素より、そらの子ども会の活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとう

ございます。次年度以降のそらの子ども会についてご案内させていただきます。

この度新たに運営方法を決定させていただきましたので、ご理解いただいた上で、

改めて子ども会入会申し込みを受付させていただきます。（入会方法は、３月頃

別途お知らせいたします）

【そらの子ども会とは】

・そらの子ども会は、子どもたちにイベントで楽しんでもらうこと、思い出作りを大切

にし、一緒にご参加いただく保護者の方も楽しめるような企画・運営を行っていき

ます。

・そらの子ども会は全年齢の子どもを対象とし、イベントを中心に行います。

・子どもたちにイベントの企画・運営に参加してもらいます。

・イベント内容は、お祭り、ハロウィンイベント、スポーツイベントなどを行います。

【会則・役員】

・会則を別紙の通り作成しました。

・２０２２年度の役員を募集します。

子ども会役員（お手伝い）として、一緒に楽しくイベントの企画・運営をしましょう。

役員に関しては、当番制ではなく、立候補制とさせていただきます。

イベント内容によっては、当日イベントのお手伝いをお願いする場合がありますので

その際は可能な限りご協力をよろしくお願いいたします。

・そらの子ども会は、石内東自治会と協力して運営いたします。

【子ども会連合会、子ども会安全共済会】

・佐伯区子ども会連合会及び子ども会安全共済会（保険）に加入いたします。

イベント開催時は多くの子どもたちが集まります。イベントを行う上で安全面には

十分配慮して行っていきますが、万が一のケガ等に対応するための保険に加入します。

子ども会安全共済会へ加入費用は、年間１人１５０円です。

ただし、３歳未満の子どもが加入する場合は、保護者も加入が必要です。

保護者の方も年間１人１５０円です。（氏名と年齢が必要です）

詳細は、別紙の通りです。

・五月が丘子ども会との関係性ですが、別組織として活動を行っていきます。

（佐伯区連合会会長及び五月が丘子ども会会長承諾済み）

・佐伯区子ども会連合会からは助成金等を受けない形の加入となりますので、八幡川

リバーマラソンや区民祭り等への手伝い派遣はありません。

続く

２０２２年１月吉日

会長 青木 侑介



【年間運営費】

・年間運営費は、１人１５００円（保険代を含む）

年間運営費は、イベント開催に伴う景品代や雑費に使用します。

イベント内容に応じて、参加費を徴収する場合があります。

集金方法に関しては、別途案内いたします。

【補助金の申請】

・子どもたちの思い出作りのため、広島市へまるごと元気地域コミュニティ活性化

補助金の申請を行います。

【今後のスケジュールについて】

１月下旬 案内文の配信及び質問の募集

２月下旬 質問の回答を配信

３月上旬 入会申し込み案内を配信（詳細は別途お知らせします。）

３月３１日 入会申し込み締め切り

４月以降 イベントの案内＆イベント実施

・申し込み締め切りまでの案内は、ピタゴラ連絡網にてお知らせさせていただい

た後、詳細については、石内東自治会ホームページへ掲載いたします。

・イベント開催の案内については、ピタゴラ連絡網にてお知らせいたします。

この案内文を読んでいただき、２０２２年度の子ども会役員及び不明点に
ついて、質問を募集いたします。

子ども会役員希望及びご質問のある方は、２月１２日（土）までに下記の
メールアドレスまでお願いいたします。

soranokodomokai@gmail.com

担当 そらの子ども会会長 青木

案内は以上です。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

そらの子ども会 会長 青木

mailto:soranokodomokai@gmail.com


そらの子ども会 会則 

第１条（名称）  

この会は、「そらの子ども会」（以下「本会」という。）と称する。 

第２条（目的） 

本会は、子どもたちの交流を図るとともに、自分にできることに自ら取り組むことのできる

心や、仲間と協力することの大切さを学ぶことを目的とする。 

第３条（事務所） 

本会の事務所は、会長宅に置く。 

第４条（区域） 

本会の区域は、広島市佐伯区石内東地区とする。 

第５条（構成員） 

１．本会の区域内に住所を有する住人で構成される。 

２．転入・転出等に伴う加入・脱退については、随時可能とする。 

第６条（活動） 

年間を通して、イベントを開催する。 

第７条（役員） 

（１） 会長  １名 （本会のすべてのことをまとめます。） 

（２） 副会長 １名 （会長の補佐を行います。） 

（３） 会計  １名 （本会のお金の管理を行います。） 

（４） 監査  １名 （本会の会計帳簿及び領収書等の証拠書類を監査します。） 

（５） 運営  数名 （本会の活動の企画等を行います。） 

第８条（選任） 

役員は、役員会において選任する。 

第９条（任期） 

役員の任期は、１年とする。再選することもできる。 

第１０条（財務） 

１．活動に必要な資金は、構成員からの子ども会費を充てるものとする。 

２．資金については会計が適正に管理を行い、定期に監査の閲覧を受けるものとする。 

第１１条（改正） 

この会則は役員会において過半数の同意をもって改正することができる。 

第１２条（設立年月日） 

本会の設立年月日は、令和４年１月５日とする。 

第１３条（規則施行日） 

本会則は、令和４年１月５日より施行する。 




